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生
活
保
護
の
対
象
か
ら
外
れ
た
障
害
者
の
、
国
民
健
康
保
険
加
入
と
老
人
保
健
法
の
障
害
認
定
の
手
続
き
に
関 

す
る
質
問
主
意
書 

老
人
保
健
法
に
よ
る
給
付
は
、
老
人
保
健
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
、
①
七
十
歳
以
上
の
者
、
②
六
十
五
歳
以
上
七

十
歳
未
満
の
者
で
、
一
定
程
度
以
上
の
障
害
状
態
に
あ
る
旨
の
市
町
村
長
の
認
定
を
受
け
た
も
の
、
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

よ
う
に
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
該
当
日
が
月
の
初
日
の
場
合
に
は
そ
の
月
）
か
ら
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

従
っ
て
、
②
の
給
付
対
象
と
な
る
に
は
、
障
害
認
定
を
一
日
に
行
わ
な
い
限
り
、
給
付
は
翌
月
か
ら
行
わ
れ
る
こ
と
に
な 

 

る
。 こ

の
よ
う
な
制
度
の
下
に
、
以
下
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
生
じ
た
。 

老
人
保
健
法
と
同
水
準
の
医
療
扶
助
を
受
け
て
い
た
一
級
の
障
害
を
も
つ
六
十
五
歳
の
生
活
保
護
受
給
者
が
、
老
人
保
健
法

の
②
に
該
当
す
る
と
し
て
、
老
人
デ
イ
ケ
ア
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
当
該
障
害
者
が
生
活
保
護
の
対
象
か

ら
外
れ
る
こ
と
と
な
り
、
七
月
一
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
国
民
健
康
保
険
加
入

者
と
な
っ
た
後
に
障
害
認
定
が
行
わ
れ
た
た
め
に
、
七
月
一
日
以
降
の
日
が
認
定
日
と
な
り
、
前
記
の
老
人
保
健
法
の
規
定
に

よ
り
、
老
人
保
健
法
に
よ
る
給
付
は
八
月
一
日
か
ら
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
当
該
障
害
者
は
一
月
の
間
、
老
人
保
健
法
の
適 



 

三 

具
体
的
に
は
、
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
手
続
き
が
さ
か
の
ぼ
っ
て
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
障
害
認
定
の
手
続
き
に
つ
い

て
も
同
様
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
う
等
の
改
善
策
を
講
ず
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

用
か
ら
外
れ
る
こ
と
と
な
り
、
七
月
分
の
老
人
デ
イ
ケ
ア
の
診
療
報
酬
は
請
求
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。 

一 

こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
の
場
合
、
月
の
初
日
に
市
町
村
長
の
認
定
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
上
困
難
で
あ
り
、
従
っ
て

医
療
扶
助
も
老
人
保
健
法
も
適
用
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
は
他
に
も
十
分
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
見
解
は
如

何
に
。 

二 

医
療
扶
助
も
老
人
保
健
法
も
適
用
さ
れ
な
い
期
間
が
生
ず
る
と
す
れ
ば
、
制
度
上
の
不
備
で
あ
り
、
改
善
を
図
る
べ
き
で

は
な
い
の
か
。 

そ
こ
で
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

右
質
問
す
る
。 

二 

 




